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台風19号で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 

山梨行政監視行政相談センターでは、今回の災害に関して、いろいろなお問合せや相談

を受け付けております。  

また、支援措置を講じている関係機関等と協力して被災者の皆様への生活支援に関する

情報を提供しておりますので、お困りになっていることがありましたら、どうぞお気軽に

ご利用ください。 
 

● 電話による相談受付：平日 8：30～17：15 

             上記時間帯以外は留守番電話対応となります 

   行政相談専用ダイヤル ０５７０－０９０１１０ 

            （０５５－２５２－１１００） 

  ● インターネットによる相談受付 

   URL：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

● ＦＡＸによる相談受付  ０５５－２５１－９２２３ 

 

令 和 元 年 台 風 1 9 号 

被災者の皆様への生活支援 

窓口案内（ガイドブック）  

総務省 山梨行政監視行政相談センター 

〒４００－００３１ 

甲府市丸の内１－１－１８ 甲府地方合同庁舎９階 

電 話：０５５－２５２－１４９６ 

       ＦＡＸ：０５５－２５１－９２２３ 

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
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ご注意 

 

１ このガイドブックに掲載している情報は、令和元年10月21日時点の情報で作

成しております。各機関等で支援策等については、随時、追加、変更してまい

ります。 

最新の情報は、山梨行政監視行政相談センターホームページ(下記ＵＲＬ参照)

の｢【特設情報】〈台風19号に関する生活支援の情報〉｣に掲載しております。 

    URL：http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/yamanashi.html 

 

２ 災害救助法の適用が条件となっている支援措置があります。今回の台風19号

においては、山梨県内の次の市町村が適用を受けています。  

＜峡北＞ 韮崎市、北杜市 

＜峡中＞ 南アルプス市 

＜峡南＞ 市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町 

＜峡東＞ 山梨市、笛吹市、甲州市 

＜富士・東部＞ 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、鳴沢村、 

富士河口湖町、小菅村、丹波山村 

 
 

 【特定非常災害の指定】 
令和元年台風19号が特定非常災害に指定されました。この指定により、次の

措置が講じられます。（詳細は、所管の窓口にお尋ねください。） 

① 運転免許のような許認可等について存続期間（有効期間）が最長で令和２

年３月31日（火）まで延長 

・ 令和元年10月10日以後に満了する許認可等が対象です。 

・ 対象となる許認可、対象地域、延長後の満了日は今後、各府省の告示で定

められ、下記の総務省特設ページ等でお知らせします。 

② 事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が

設定（令和２年１月31日（金）までに履行すれば、処分や刑罰を受けません。） 

③ 法人に係る破産手続開始の決定の留保（条件付で令和３年10月９日（土）ま

で、裁判所による破産手続開始の決定はされません。） 

④ 相続放棄等の熟慮期間の満了日が令和２年５月29日（金）まで延長 

⑤ 令和４年９月30日まで、台風19号被害に起因する民事調

停の申立手数料の免除 

  

 総務省特設ページ 
 http://www.soumu.go.jp/r01_taifudai19gokanrenjoho/hisai.html 

 

http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/yamanashi.html
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１ り災証明書の発行（P.4） 

２ 被災者のための住宅提供（P.5） 

３ 被災住宅の応急修理等（P.5） 

４ 被災住宅の補修や再建に関する相談 

（P.6） 

住まいや身の回りのこと 
 
５ 災害援護資金の貸付（P.7） 

６ 生活福祉資金の貸付（P.7） 

７ 住宅の建設、補修等の融資（P.8） 

８ 住宅ローンの返済（P.8） 

９ 雇用保険失業給付の支給等（P.9） 

      お金のこと 

 
10 国税の特別措置（P.10） 

11 市町村税の特別措置（P.10） 

12 公共料金の減免措置（P.11） 

13 年金手帳などを紛失した場合、国民年 

金等の保険料が払えない場合（P.12） 

14 登記済証（権利証）、登記識別情報 

を紛失した場合（P.13） 

15 運転免許証を紛失した場合（P.13） 

16 自動車検査証の有効期限の延長(P.14) 

 

役所の手続きのこと 
 
17 損害保険（P.15） 

18 生命保険の契約内容（P.15） 

19 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合 

（P.16） 

20 法律相談等の窓口（P.17） 

21 消費生活相談窓口（P.19） 

民間の手続きのこと 

目     次 

 

事業者の方へ 

 
22 医療機関の受診、介護保険サービス 

・障害福祉サービスの利用（P.20） 

 

医療・健康のこと 
 
23 奨学金の緊急採用、返還期限猶予、 

ＪＡＳＳＯ支援金の受付（P.21） 

教育のこと 
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◆  「り災証明書」は、住宅などの建物が災害の被害にあったことを証

明するものです。生活再建支援金の申請、税金の減免、各種の融資

の申請などに必要となる場合があります。 

◆ 「り災証明書」の交付申請の際には、申請書の他に、被害の状況がわかる

写真が必要となります。また、手数料が必要となることがあります。 

◆ 各市町村の｢り災証明書｣の窓口は、現在のところ以下のとおりです。

未掲載の市町村については、市町村の「り災証明書」交付申請の受付

体制が公表され次第、順次追記いたします。お急ぎの場合は、市役所

・町村役場の代表番号にお問い合わせください。 

◆ 店舗、事業所、工場、農地等の事業関係については、市町村によっ

て担当が異なることがありますのでご注意ください。 

 

＜峡北＞ 

韮崎市 ： 税務収納課 資産税担当（0551-22-1111（内線：156、157、158)） 

北杜市 ： 税務課（0551-42-1313） 

 

＜峡中＞ 

南アルプス市 ： 税務課 資産税担当（055-282-6093） 

 

＜峡南＞ 

市川三郷町 ： 税務課 資産税係（055-272-1104） 

富士川町 ： 税務課 資産税担当（0556-22-7205） 

早川町 ： 総務課（0556-45-2511） 

身延町 ： 町民課（0556-42-4804） 

南部町 ： 税務課（0556-66-3404） 

 

＜峡東＞ 

山梨市 ： 税務課 固定資産税担当（0553-22-1111（内線：1127、1128）） 

笛吹市 ： 税務課 資産税担当（055-261-2025） 

甲州市 ： 税務課 資産税担当（0553-32-2111（内線：1423、1422））  

住まいや身の回りのこと 

１ り災証明書の発行 
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＜富士・東部＞ 

富士吉田市 ： 市民課（0555-22-1111（内線：141）） 

都留市 ： 税務課 資産税担当（0554-43-1111（内線：123、124）） 

大月市 ： 税務課 資産税担当（0554-23-8017） 

上野原市 ： 税務課 資産税担当（0554-62-3113） 

道志村 ： 総務課 税務グループ（0554-52-2111（代表）） 

鳴沢村 ： 税務課（0555-85-3080） 

富士河口湖町 ： 住民課（0555-72-1114） 

小菅村 ： 総務課 防災担当（0428-87-0111（代表）） 

丹波山村 ： 総務課（0428-88-02111(代表)） 

 

 

 

 

【公営住宅の提供】 

◆   住宅に被害を受けられた方に対して、公営住宅等を提供していま

す。詳しくは、以下の窓口にお問い合わせください。 

 

・山梨県住宅対策室：０５５－２２３－１７３２ 

 

 

 

 

 

◆  災害救助法が適用された市町村において、災害により住宅が半壊又

は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、

トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に

依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。応急仮設住宅として提

供する民間賃貸住宅の修理についても対象となる場合があります。 

◆  一世帯当たり59万５千円（一部損壊（準半壊）の場合は30万円）が

限度額です。（注 令和元年10月23日付けの内閣府告示の改正により、

一部損壊（準半壊）の場合も支援対象となりました。） 

  

住まいや身の回りのこと 

３ 被災住宅の応急修理等 

２ 被災者のための住宅提供 
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◆  以下の全ての要件を満たす方（世帯）が対象になります。 

① 台風により「半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理す

ることができない方又は「大規模半壊」の住家被害を受けた方 

｢全壊｣の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家で

あるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急

修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。 

② 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなる

と見込まれること 

③ 応急住宅（仮設住宅）を利用しないこと 

◆  詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

◆   被災住宅の補修や再建に関して、相談やお困りごと、不安に感じ

ていることの相談窓口として、住宅リフォーム・紛争処理支援セン

ターが「住まいるダイヤル」を開設しています。補修等の必要性の

判断、事業者の紹介、建築士の派遣については、０５７０－０１６

－１００（ＩＰ電話からの場合は、０３－３５５６－５１４７）

（平日 10 時から 17 時まで対応）にお問い合わせください。 

 

〈注意！〉 点検商法、便乗商法等のトラブルにご注意ください！  

◆   大規模災害の後は、点検商法・便乗商法等のトラブルが発生する

傾向があるのでご注意ください。 

不審な勧誘や電話を受けた場合、「火災保険の申請を代理します」

「公的機関として被害を調べています」といったセールストークか

ら屋根のリフォームを勧められた場合など、ご心配なことがある場

合には、下記の番号までご相談ください。 

・消費者ホットライン： １８８（市外局番なしの３桁番号）  

・住まいるダイヤル：ナビダイヤル０５７０－０１６ー１００ 

  

住まいや身の回りのこと 

４ 被災住宅の補修や再建に関する相談 
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◆   災害により住居や家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に

応じて、災害援護資金の貸付が受けられます。 

◆   償還期限は、据置期間(３年)を含め 10 年です。据置期間中は無利

子ですが、据置期間経過後の利率は年３%です。 

◆   詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

【緊急小口資金】 

◆   緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった低所得世帯、障害者

世帯、介護等を要する高齢者世帯に対し、資金の貸付が行われま

す。一世帯につき一回限り 10 万円以内とされています。 

◆   償還期限は、据置期間(通常：２か月以内)終了後、12 か月以内と

されています。また、無利子です。 

◆   詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせくだ

さい。 

 

【住宅補修費・災害援護費】 

◆   低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対して、

住宅の補修等のための資金(250 万円以内)や災害により臨時に必要な

経費(150 万円以内)の貸付が行われます。 

◆   償還期限は、据置期間(通常：６か月以内)終了後、７年以内とさ

れています。また、連帯保証人がいる場合は無利子です。 

◆   詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせくだ

さい。 

  

５ 災害援護資金の貸付 

  

お金のこと 

６ 生活福祉資金の貸付 
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◆   自然災害により自宅に被害を受けられた方に対して、金利等を優

遇した建設資金、購入資金または補修資金を融資しています。 

詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。 

・住宅金融支援機構 お客様コールセンター：０１２０-０８６-３５３ 

（通話料無料、受付時間：９時～17時） 

 

◆   各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っておりま

す。詳細は、各金融機関にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

◆   住宅ローンの返済について、借入先の同意のもと、返済の免除や

減額を申し出る仕組み（自然災害による被災者の債務整理に関する

ガイドライン）があります。 

 詳しくは借入先の金融機関にお問い合わせください。 

 借入先が銀行の場合、全国銀行協会相談室にお問い合わせいただ

くこともできます(ナビダイヤル０５７０-０１７-１０９ または  

０３-５２５２-３７７２、受付時間 9 時～17 時)。 

 

  

７ 住宅の建設、補修等の融資 

８ 住宅ローンの返済 

お金のこと 
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◆ 災害救助法の適用を受けた市町村において被災された事業場、労働者、

求職者の方々に対し、災害時における雇用保険失業給付の支給等につい

て、緊急雇用対策等の措置が実施されています。（直接的な被害だけで

はなく台風に伴う「経済上の理由」による休業等を含みます。） 

◆ 災害により災害救助法の適用地域内（東京都、神奈川県、長野県等13

都県315自治体）の事業所が休止・廃止し、賃金を受けることができない

方については、離職していなくても失業給付を受給できます（一定の要

件があります）。 

 

◆ 雇用保険の基本手当を受給中、台風第19号による災害に係る被害によ

り所定の認定日にハローワークに来所できない場合は、認定日の変更が

可能です。事前の申し出ややむを得ない理由を証明する書類は不要です。 

◆ 災害に係る被害により住所を管轄するハローワークに行けない場合は、

他のハローワークでも手続きが可能ですので、来所可能なハローワーク

にお越しください。 

 

◆ 詳細は、労働局、ハローワーク（職業安定所）までお問い合わせくだ

さい。 

 

【公共職業安定所（ハローワーク）】 

所名 Tel 管轄区域 

甲府 055-232-6060 
甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、 

中央市、昭和町 

富士吉田 0555-23-8609 
富士吉田市、富士河口湖町、忍野村、 

山中湖村、鳴沢村 

（大月） 0554-22-8609 大月市、上野原市、小菅村、丹波山村 

(都留) 0554-43-5141 都留市、道志村、西桂町 

塩山 0553-33-8609 山梨市、甲州市 

韮崎 0551-22-1331 韮崎市、北杜市 

鰍沢 0556-22-8689 
市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、 

南部町 

( )は出張所  

９ 雇用保険失業給付の支給等 

お金のこと 
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◆ 国税の特例措置として「申告等の期限延長」、「納税の猶予」、「所

得税等の軽減」、「住宅取得資金に係る贈与税の特例」、「被災自動車

に係る自動車重量税の還付」、「不動産の譲渡に関する契約書等に係る

印紙税の非課税」などの措置が設けられています。 

◆  災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で

「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害免除法」に定める税金の

軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税

の全部又は一部軽減が図られます。 

◆ 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

 

税務署名 電話番号 管轄区域 

甲府税務署 055-254-6105 
甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐

市、北杜市、中央市、昭和町 

山梨税務署 0553-22-1411 山梨市、笛吹市、甲州市 

大月税務署 0554-22-3151 

富士吉田市、都留市、大月市、上野原

市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖

村、富士河口湖町、鳴沢村、小菅村、丹

波山村 

鰍沢税務署 0556-22-3191 
市川三郷町、富士川町、早川町、身延

町、南部町 

 

 

 

 

 

◆ 災害によって大きな損害を受けた場合、被災者に対して、減免、徴収

の猶予、申告・納付などの期間の延長の救済措置があります。 

◆ 詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。 

 

 

役所の手続きのこと 

１０ 国税の特別措置 

１１ 市町村税の特別措置 
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◆ 電気、ガス、電話等については、各事業者において、災害救助法の適

用区域の被災者に対し、支払期日の延長、料金の減免、工事費の免除、

修理費用の軽減など特別措置を行う場合があります。適用の条件、支援

措置の内容については、事業者ごとに異なります。 

また、減免措置等は、お客様からの申出が必要な場合がありますので、

手続き方法について、各社へご確認ください。 

 

◆ 上下水道についても、基本料金、使用料金の減免や支払い期限の延長

等が行われる場合があります。詳しくは上下水道の事業者（市町村）に

ご確認ください。 

 

◆ ＮＨＫでは、災害救助法の適用区域内で建物が、半壊、半焼または床

上浸水以上の被害を受けた場合、申出に基づき、２か月間、受信料が免除

になります。 

詳しくはＮＨＫ（０５７０-０７７-０７７ 9:00～20:00 ご利用にな

れない場合０５０-３７８６-５００３（有料））にお問い合わせくださ

い。 

  

１２ 公共料金の減免措置等 

役所の手続きのこと 
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◆ 年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。詳しくは、

各年金事務所にお問い合わせください。 

◆ 国民年金被保険者について、一定の要件に該当する場合には、申請に

基づいて災害時の保険料が免除されます。 

また、被災に伴い厚生年金保険料等の納付が困難な事業所に対しては、

納付の猶予制度があります。 

◆ 詳しくは、日本年金機構（０５７０-０５-１１６５）にお問い合わせ

ください。 

◆ 市町村の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所（国民年金課等）

[平日８時30分から17時15分]にお問い合わせすることもできます。 

 

名称 電話番号 管轄区域 

甲府年金事務所 055-252-1431 甲府市、山梨市、甲州市、笛吹市 

竜王年金事務所 055-278-1100 韮崎市、南アルプス市、甲斐市、中

央市、北杜市、昭和町、市川三郷

町、富士川町、早川町、身延町、南

部町 

大月年金事務所 0554-22-3811 富士吉田市、大月市、都留市、上野

原市、富士河口湖町、忍野村、山中

湖村、鳴沢村、西桂町、道志村、小

菅村、丹波山村 

 

 

  

 年金手帳などを紛失した場合 
国民年金等の保険料が払えない場合 

１３  

役所の手続きのこと 
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◆ 法務局が発行する情報が、登記済証（権利証）から、登記識別情報に

変わっております。売買、贈与、抵当権設定時に、上記書類を紛失して

いる場合、他の手段での本人確認となります。詳細は、地方法務局、支

局にお問い合わせください。 

  

名称 電話番号 管轄区域（不動産登記） 

甲府地方 

法務局 

055-252-7234 甲府市、甲斐市、中央市、昭和町、南

アルプス市、笛吹市、山梨市、甲州市 

鰍沢支局 0556-22-0148 市川三郷町、富士川町、早川町、身延

町、南部町 

大月支局 0554-22-0799 大月市、都留市、上野原市、道志村、

小菅村、丹波山村 

韮崎出張所 0551-22-0370 韮崎市、北杜市 

吉田出張所 0555-22-0025 富士吉田市、富士河口湖町、忍野村、

山中湖村、鳴沢村、西桂町 

 

 

 

 

 

◆ 災害により自動車運転免許証を汚損、紛失した場合の再交付や自動車

保管場所証明申請等の手数料が免除されることがあります。 

◆ 災害救助法の適用市区町村にお住まいの方で、災害により免許の更新

をすることができない場合、災害発生日（令和元年10月10日）以後、有

効期間が到来する運転免許証については、令和２年３月31日まで有効期

間が延長されます。 

◆ 詳しくは、山梨県総合交通センター（０５５-２８５-０５３３）にお

問い合わせください。  

１５ 運転免許証を紛失した場合 

１４ 登記済証(権利証)、登記識別情報を紛失した場合 

役所の手続きのこと 
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◆ 運輸局では、台風19号で被災した災害救助法の適用市町村に使用の本

拠を有する車両で、を対象に、10月15日～28日に期限を迎える自動車検

査証（車検証）の有効期限を10月29日に延ばします。 

詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。 

・山梨運輸支局：０５５－２６１－０８８２ 

・関東運輸局自動車技術安全部整備課（保安基準適合証関係） 

０４５―２１１―７２５４ 

・関東運輸局自動車技術安全部技術課（限定検査証関係） 

０４５―２１１―７２５５ 

 

なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の

追加を検討してまいります。 

 

◆ 自動車損害賠償責任保険（共済）の手続き（締結手続の特例措置） 

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約に

ついては、 継続契約の締結手続きが10月29日を限度として猶予されます。 

詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険（共済）代理店等にご相談

ください。 

 

 

 

  

１６ 自動車検査証の有効期間の延長 

役所の手続きのこと 
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◆ 各種損害保険（火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険な

ど）では自然災害を補償するものがあります。災害保険の適用などにつ

いては次の窓口にお問い合わせください。 
 

・ご契約の損害保険会社 

・そんぽＡＤＲセンター(受付時間 9：15～17：00) 

ナビダイヤル ０５７０-０２２-８０８ 

（ＩＰ電話からは０９２-２３５-１７６１) 
 

証券の紛失等により、保険契約に関する手掛かりを失った方は次の窓口

で照会できます。 
 

・自然災害損保契約照会センター(受付時間 9：15～17：00) 

フリーダイヤル ０１２０-５０１３３１ 

 

◆ 災害救助法適用市町村で被災された場合、火災保険、自動車保険、傷害保

険自賠責保険などの各種損害保険の払い込みが最長 6 か月後の末日（2020

年 4 月末日）まで猶予されます。詳細は加入している保険会社にお問い合わ

せください。 

 

 

 
 

◆ 家屋等の流失、焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金

の請求を行うことが困難な方は、次の窓口にお問い合わせください。 
 

  ・生命保険協会災害地域生保契約照会センター  

フリーダイヤル ０１２０-００１-７３１ 

  ・かんぽコールセンター  

フリーダイヤル ０１２０-５５２-９５０ 
 

◆ 災害救助法適用市町村で被災された場合、保険料の払い込みが最大６

か月猶予されます。詳細は加入している生命保険会社にお問い合わせく

ださい。 

民間の手続きのこと 

１７ 損害保険 

１８ 生命保険の契約内容 
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◆ 金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等では通帳、保険

証書や印鑑を紛失した場合でも、本人確認ができれば、預貯金、保険金

等の払戻しができます。 
 

・各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合）、保険会社等の窓口 

・ゆうちょコールセンター フリーダイヤル ０１２０-１０８-４２０ 

 

◆ 金融サービス利用者相談室では、被災者の皆様からの各種金融機関の

窓口に関するお問い合わせ、金融機関等との取引に関する相談等を受け

付けるための無料相談を開始いたしました。 

名 称：令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル 

電 話：０１２０-１５６８１１ 10時～17時まで対応 

（IP電話からは、０３-５２５１-６８１３） 

ＦＡＸ：０３-３５０６-６６９９ 

メール： saigai@fsa.go.jp 

文書受付：〒100-8967 東京都千代田区霞が関３-２-１ 

中央合同庁舎第７号館 金融庁 金融サービス利用者相談 

※ ＦＡＸ、メール、文書で受け付けた場合には、相談室より、原則平日 

10時～17時の間に架電いたします。 

 

  

１９ 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合 

民間の手続きのこと 
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◆ 法テラスでは、令和元年10月18日から２年10月９日まで、民事に関す

る法律問題全般について無料で相談できます。（災害に関係のない借金や

相続、離婚の問題なども対象になります。） 

・対象者：災害救助法が適用された市町村に、令和元年10月10日に自宅

や営業所などがあった方（法人を除く）であれば、資力の有

無は問いません。 

・被災者専用フリーダイヤル：０１２０－０７８３０９ 

・法テラス山梨：０５７０－０７８３２６ 

※ 刑事事件は対象外です。同一問題でのご利用は３回までとなります。 
 

 

◆ 山梨県弁護士会では、10月10日時点で県内にお住まいで、被災された

方（個人・法人・被災の程度は問いません。）の台風19号に関連する法律

相談を無料にて受けています。 

※ 県弁護士会では、法テラスの対象とならない方や法人を対象としてい

ます。まずは、上記、法テラスにご確認ください。 
 

○期間：2019年10月21日～当面の間 

○予約制（相談時間30分、希望の時間はご指定いただけません。） 

 ○予約方法  

１ 山梨県弁護士会（055-235-7202）または、日本司法支援センター山

梨地方事務所（050-3383-5411）にお電話ください。 

２ 電話に出た者に、以下の２点をお伝えください。 

   ① 台風19号による被災者であり、関連する相談をしたいこと。 

   ② お住まいの住所（10月10日時点の市町村） 

○相談場所、開催曜日、時間帯（当日受付終了時間） 

１ 甲府会場 山梨県弁護士会館 （甲府市中央1-8-7） 

   火・木 10：00～12：00 （受付終了11：30） 

   月～金 13：00～16：00 （受付終了14：30） 

   木のみ 18：00～20：00 （受付終了16：00） 

２ 大月会場 大月商工会館 （大月市御太刀1-14-24） 

   水のみ  13：00～16：00 （受付終了11：00） 

３ 富士吉田会場 富士吉田商工会議所（富士吉田市下吉田7-27-29）  

   月、火、木、金 13：00～16：00 （受付終了11：00） 

２０ 法律相談等の窓口 

民間の手続きのこと 
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○ 法テラスと県弁護士会の違い 
 

 法テラス 県弁護士会 

対象者 

災害救助法が適用された市町村

に、令和元年10月10日に自宅や

営業所などがあった方 

県内全体 

法人の 

扱い 
法人は対象外 法人を含む 

相談 

内容 

民事に関する法律全般 

（台風被害に関連しない相談も

相談できます。） 

台風被害に関連した法律相談 

（損害賠償、債務不履行等） 

 

※ 県弁護士会では、法テラスの対象とならない方や法人を対象としてい

ます。まずは、法テラスにご確認ください。  
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◆ 国民生活センターでは、被災地域および被災者の方を対象として、「令和

元年秋台風関連消費者ホットライン」を開設し14都県（岩手県、宮城県、

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、山梨県、長野県、静岡県）からつながるフリーダイヤル（通話料

無料）で、台風に関連した消費生活に関する相談を受け付けています。 

 

○ フリーダイヤル：０１２０-４８６-１８８ 

※ 050 から始まる IP 電話からはつながりません。 

※ 14都県以外からは、フリーダイヤルにはつながりません。 

 

○ 10時～16時（土曜日曜祝日含む） 

※ 2019年11月16日（土曜）は、建物点検日のため、休み 

 

○ 相談事例 

・ アパートが水浸しになり住めない状態だが、このまま家賃を支払

う必要があるか。 

・ 市役所を名乗り、義援金を集めると訪問してきた者がいる。信用

できるか。 

・ 壊れた家屋の修理工事を「火災保険の保険金で行う」と業者に言

われた。信用してよいか。 

 

  

２１ 消費生活相談窓口 

民間の手続きのこと 
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◆ 被災により被保険者証等を紛失、家に置いたまま避難している等、医

療機関に提示できない場合には、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連

絡先、住所、勤務先等を申し立てすることにより保険診療で受診するこ

とができます。 
 

・関東厚生局 医療課：０４８－７４０－０８１５ 

・山梨県 福祉保健部 国保援護課：０５５－２２３－１４６６ 

・山梨県後期高齢者医療広域連合：０５５－２３６－５６７１ 

・全国健康保険協会 山梨支部：０５５－２２０－７７５０ 

・各医療機関                   

 

 

◆ 災害救助法の適用市町村の住民の方で、次の➀～➄のいずれかに該当

する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告い

ただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払い

が不要となります。（令和２年１月末まで） 

  ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方 

  ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方 

  ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方 

  ④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 

  ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

 

○ 対象となる保険 

大月市の国保・介護保険、山梨県後期高齢者医療広域連合、全国健康

保険協会（上記以外に、一部の健保組合、国保組合についても免除され

る場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。） 

  

医療・健康のこと 

  ２２ 医療機関の受診、介護保険サービスの利用 
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◆ 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）では、災害救助法適用地域の

世帯の学生に対する奨学金の緊急採用、奨学金返還者からの減額返還、

返還期限猶予の申請を受け付けています。緊急採用奨学金については、

現在在学している学校を通じてお申し込みください。 

また、奨学金返還に関する相談は、奨学金相談センター（ナビダイヤ

ル０５７０-６６６-３０１、IP電話からは０３-６７４３-６１００）に

お問い合わせください。 

 

◆  学生本人が居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた方に対して、

JASSO支援金の申請受付をしています。JASSO支援金制度の概要について

は、独立行政法人日本学生支援機構政策企画部広報課JASSO支援金担当 

（０３-６７４３-６０１１）にお問い合わせください。 

  

 奨学金の緊急採用、返還期限猶予、 
JASSO支援金の受付 

２３  

教育のこと 
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◆ 被害を受けられた中小企業者の方々を対象に災害復旧貸付の利用や融資

及び返済についての特別相談窓口を設置しています。 

◆ 詳しくは、次の相談窓口にお問い合わせください。 

 

【日本政策金融公庫】 

・甲府支店国民生活事業 ０５５－２２４－５３６１ 

・甲府支店中小企業事業 ０５５－２２８－５７９０ 

【山梨県信用保証協会】 ０１２０-９７０-２６０ 

【商工組合中央金庫】 甲府支店 ０５５－２３３－１１６１ 

【商工会議所】 

・甲府   ０５５-２３３-２２４１ 

・富士吉田 ０５５５-２４-７１１１ 

【山梨県商工会連合会】 ０５５-２３５-２１１５ 

【山梨県中小企業団体中央会】 ０５５-２３７-３２１５ 

富士・東部事務所 ０５５－５２２－２１６６ 

【独立行政法人中小企業基盤整備機構】関東本部 ０３-５４７０-１６２０ 

【関東経済産業局 産業部 中小企業課】 ０４８-６００-０３２１ 

【中小企業庁】 山梨県よろず支援拠点 ０５５-２４３-０６５０ 

【山梨県 産業労働部 商業振興金融課】 

中小企業金融相談窓口 ０５５-２２３-１５５４ 

相談時間 9:00～16:00 水、木、金（月、火は金融担当職員が対応） 

  

事業者の方へ 

２４ 中小企業者を対象とした相談窓口 
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◆ 被災された農林漁業者を対象に農林漁業セーフティーネット資金等の利

用や融資についての相談窓口を設置しています。 

 

・日本政策金融公庫 

 甲府支店(農林水産事業) ０５５－２２８－２１８２ 

 本店 農林水産事業本部 ０１２０－９２６４７８ 

 

・農林中央金庫 甲府営業所 ０５５-２２１-０２１０ 

 

 

事業者の方へ 

農林漁業関係の災害復興の融資 
   農業者を対象とした相談窓口 
２５  


